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平成21年度　消防設備士法定（義務）講習

市民のみなさまに下水道へ接続していただくことで、下水道の機能が発揮されます。
下水道への接続がまだお済みでない方は、早めの接続をよろしくお願いいたします。
【問い合わせ先】上下水道課下水道担当　☎８２－９５１６
　　　　　　　　～津久見市ホームページ内下水道コーナーもご覧ください～

１０月０７日（水） 消火設備　１類・２類・３類

１０月０８日（木）
大分県教育会館
大分市大字下郡 ☎０９７－５５６－６４１１

警報設備　４類・７類

１０月０９日（金） 避難設備・消火器　５類・６類

１０月1４日（水）
津久見市民会館
津久見市大字津久見浦　☎８２－５２６５

警報設備　４類・７類

１０月1５日（木）
つるみ荘
別府市田の湯町 ☎０９７７－２１－０１０１

避難設備・消火器　５類・６類

１０月1６日（金）
大分県西部振興局（日田総合庁舎）
日田市城町　☎０９７３－２３－２２００

警報設備　４類・７類

講習月日 講 習 会 場 講習区分

●受講対象者　①平成１９年度に消防設備士の免状を取得した方（２年目講習）
　　　　　　　②平成１６年度に消防設備士法定講習を受けた方（５年目講習）
　　　　　　　③法定期限内に消防設備士法定講習を受けていない方

●講習日・会場・講習区分

●受講申請の方法
受講対象者には、受講申請書用紙を当協会から郵送します。転居等で届いていない方は、市役所、町村役
場、消防本部（局）および当協会にて備え付けの申請書用紙を受領してください。なお、受講申請書に、講
習手数料として講習区分毎に大分県収入証紙７，０００円を貼付し、持参または郵送してください。

●受付期間／８月３１日（月）～９月２５日（金）
●受講申請書提出先および問い合わせ先
（財）大分県消防設備安全協会（大分市長浜町２丁目１２番１０号）☎０９７－５３７－３１２５

下水道
ができると…

【安心安全】 【快適生活】

【環境保全】 【資源活用】

雨水をすばやく
流して、浸水を
防いでくれるよ！

生活雑排水も
処理して、川や海が
きれいになるよ！

水洗便所が、
使用できるよ！

処理汚泥をたい肥に
したり、処理水の
利用ができるよ！

９月10日は、「下水道の日」です！


